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原⼦⼒の開発・利⽤に当たっての「基本原則」

⚫ ２０２２年８月２４日の第２回ＧＸ実行会議において提起された課題も含めて、今後の原
⼦⼒政策については、下記の「基本原則」に沿った検討を進めていくことが適当。

⚫ 分野横断的・時間的な「政策の一貫性」を担保しつつ、予見可能性や国民理解を高めていく観点
からも、「基本原則」に示した考え方については、法令等においても明確化することが望ましい。

① 開発・利用に当たって「安全性が最優先」であるとの共通原則の再認識

② 原子力が実現すべき価値
— 革新技術による安全性向上

— 安全強化に向けた不断の組織運営の改善、社会との開かれた対話を通じた、

エネルギー利用に関する理解・受容性の確保

— 我が国のエネルギー供給における「自己決定力」の確保

— グリーントランスフォーメーションにおける「牽引役」としての貢献

③ 国・事業者が満たすべき条件
— 規制に止まらない安全追求・地域貢献と、オープンな形での不断の問い直し

— 安全向上に取り組んでいく技術・人材の維持・強化、必要なリソースの確保

— バックエンド問題等、全国的な課題において前面に立つべき国の責務遂行

— 関係者が上述の価値の実現に向けて取り組むために必要となる国の政策措置

— 官民の関係者による取組全体の整合性を確保していくための枠組みの検討

原⼦⼒の開発・利⽤に当たっての「基本原則」



③国民各層とのコミュニケーション
・コミュニケーション・広報活動を行う目的の再
整理・明確化

（※再稼働方針の理解確保に向けたエネルギー政策の説明/
継続的な安全向上を目指したステークホルダーへの取組
状況の説明/地域との将来像共創に向けた意見交換/電
力の大消費地等も対象としたエネルギー政策全体の中で
の原子力の位置づけの説明）

・政策の説明会や対話型意見交換会、有識
者も参画したシンポジウムの開催等、双方向
コミュニケーション・意見交換会の深化・充実

・複数のメディアを組み合わせて情報発信する
など、コミュニケーション手段を多様化
（※例：資源エネルギー庁ホームページに開設した分かり

やすい特設ページを活用等）

⚫設置変更許可済の発電所について、安全対策工事を円滑に実施し、来年以降の着実な再稼働を進めるとと

もに、地元の理解確保に向けて、「国が前面に立った対応」や「事業者の運営体制の改革」等を推進。

①自主的安全性向上の取組等：規制充足にとどまらない安全性向上、産業大の連携強化

②立地地域との共生：地域の実情を踏まえた支援、防災体制の充実に向けた支援の強化

③国民各層とのコミュニケーション：コミュニケーションの目的の明確化、手段の多様化 等

再稼働への関係者の総⼒の結集

①自主的安全性向上の取組等
・産業大での連携による安全マネジメントの
改革等
例：電気事業連合会「安全マネジメント改革タス

クチーム」等によるベストプラクティスの共有・横展開

・事業者による立地地域等ステークホルダーと
の双方向コミュニケーション深化、国による
積極的な参画・サポート

・原⼦⼒安全推進協会（JANSI）による
厳格なピアレビューの充実・改善、国際的
な安全基準を踏まえた取組の推進

・各原子力発電所等の警備に関する関係省
庁・関係機関との間の連携体制強化の取
組への事業者の協⼒推進

②立地地域との共生

・国の職員による、地域の理解活動や避難
計画の策定・充実※に向けた「地域支援
チーム（仮称）」の創設
（※避難計画の策定や防災体制の充実は、原発が

稼働するか否かに関わらず必要）

・地域の災害対応能⼒向上の取組に対す
る支援を関係省庁との連携を通じて強化

・関係自治体との連携による、立地自治
体と国との間での、首長・幹部・管理職・
担当者等の各層における定期的・実効的
な意見交換機会の創出

具体的な取組例
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【参考】原⼦⼒発電所等の警備に関する関係省庁・関係機関の協⼒と対応等

i. 切れ目のない対応を可能とする関係機関・事業者間の連携体制の強化

➢ 昨今の情勢を踏まえ、各原子力発電所等の警備に関しては、武力攻撃事態を含む様々な危機に対処できるようにする
ため、警備当局、自衛隊、規制当局及び事業者の協力関係を一層緊密なものとしておくことが重要。

➢ このため、立地地域と中央それぞれの上記関係者による連絡会議の設置を関係省庁間で検討中。引き続き、関係省庁
間の連携体制の強化を目指す。

ii. 対処能⼒の強化

➢ 各都道府県警察と陸上自衛隊は、全国各地で共同実動訓練を継続して実施
しており、2012年以降、各地の原子力発電所の敷地において実施するなど、
連携強化を図っている。

➢ 海上保安庁と海上自衛隊は、原子力発電所のテロ対処を想定した訓練を
含む不審船対処に係る共同訓練を実施している。海上保安庁と各都道府県
警察も、合同訓練を定期的に実施している。

➢ 弾道ミサイルに対しては、イージス艦とＰＡＣ－３による多層防衛により対応
している。航空自衛隊においても、平素よりミサイル等の迎撃態勢の充実・強化を
図るためＰＡＣ－３部隊等の機動展開訓練を実施してきており、弾道ミサイル等を
含む各種ミサイル対処に係る能力・維持向上を図っている。

iii. 国際社会との連携強化

➢ 有事における原子力施設の安全確保等に向けた、国際原子力機関（IAEA）を含む国際社会とのさらなる連携強化を
推進していく。

（写真）警察庁「焦点」、防衛省航空自衛隊ニュースリリースより引用

（令和4年11月 於 福井県おおい町長井浜海水浴場）

PAC-3機動展開訓練の様⼦

（令和元年11月 於 北海道電力泊発電所）

陸上自衛隊と警察の共同実働訓練の様⼦
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⚫ 原子力規制委員会により安全性が確認されなければ、運転できないことは大前提。

⚫ その上で、運転期間に関する新たな仕組みを整備。その際、以下を考慮する。

①立地地域等における不安の声や、現行制度との連続性などにも配慮し、引き続き上限を設ける。

②運転期間の延長を認める要件、延長に際して考慮する事由を明確化する。

③様々な状況変化を踏まえた客観的な政策評価を行い、必要に応じて見直しを行う。

（A）ベースとなる運転期間【40年】 （B）延長する期間【20年＋α】

＜措置のイメージ＞

運転開始

１．延長を認める要件

・ 電力の安定供給・供給手段の選択肢の確保、電源の脱炭素化によるGXへの貢献

・ 自主的な安全向上等に向けた事業者の態勢整備の状況

２．延長する期間

・ 20年を基礎として、事業者が予見し難い事由※による停止期間を考慮

※東日本大震災発生後の法制度の変更、行政指導、裁判所による仮処分命令 等

運転期間の制限は維持しつつ、
利⽤政策の観点から要件を設定

認
定

利⽤政策の観点からの運転期間の在り方について
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次世代革新炉の開発・建設

⚫ 安全性の確保を大前提に、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設を推進。

⚫ 地域の理解の確保を大前提に、まずは廃止決定炉の次世代革新炉への建て替えを対象。
六ヶ所再処理工場の竣工等のバックエンド問題の進展も踏まえつつ具体化を進めていく。その他の開発・建
設は、各地域の再稼働状況や理解確保等の進展等、今後の状況を踏まえて検討。

①事業環境整備の在り方 ②研究開発態勢の整備 ③基盤的研究開発及び
基盤インフラの整備

高速実験炉「常陽」

高温工学試験研究炉(HTTR)

開発の司令塔組織

中核企業

国
METI/MEXT

指示
開発予算

発注

予算

成果報告
検討支援

提案
成果報告

成果報告
検討支援

主要メーカ、ゼネコン、サプライチェーン関連メーカ

発注

規制機関

国研
JAEA

設計検討
機器開発

対話

⚫ 短期的な初期費用の大きさを踏

まえ、実証炉へのプロジェクトベー

スの支援。

⚫ 中長期的な収入予見性の低さ等

に対する電⼒市場制度の在り方

の検討・具体化を推進。

⚫ 過去の開発の反省や海外事例を

踏まえた開発態勢の整備を推進。 ⚫ 今後の開発に向けた研究炉や

燃料製造施設等の基盤インフラ

の整備が推進。

革新軽水炉SRZ-1200（三菱重工業）

5



⚫ 六ヶ所再処理工場の竣工について、日本原燃は規制当局との緊密なコミュニケーション等により、安全
審査等への対応を確実かつ効率的に進め、国も事業者を指導するなど、官民一体で対応する。

⚫ プルサーマルの推進等について、事業者は地元理解に向けた取組等を強化するとともに、国はプルサー
マル交付金を新たに創設し、事業者と一体で取り組む。

⚫ 使⽤済MOX燃料の再処理技術の早期確立に向けて、研究開発の取組強化、官民連携による国際
協力の推進等により研究開発を加速する。

再処理やプルサーマル等の推進に向けた取組

六ヶ所再処理工場

1993年４月 着工
1999年12月使用済燃料搬入開始
2006年３月 アクティブ試験開始 →ガラス溶融炉の試験停止
2013年５月 ガラス固化試験完了
2014年１月 新規制基準への適合申請
2020年７月事業変更許可
2020年12月初回設工認申請

→安全対策工事や使用前事業者検査を経て竣工
竣工目標時期 見直し中（※年内に公表予定）

本文との関連性もないので削除→使用済燃料の最大処理能力：800トン/年
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＜適正なガバナンスの確保＞

⚫ 外部有識者を構成員に含む第三者委員会を設置し、拠出金
額等の重要事項を議決

⚫ 重要事項（拠出金額や役員・外部有識者の人事等）を国
の認可にかからしめること等により、適切な業務運営を担保

⚫ 事業計画書・財務諸表等の作成・公表

認可法人

国

原⼦⼒事業者

⚫ 原⼦炉等規制法に基づき、その原⼦⼒発電所に係る
廃止措置を行うという原則が大前提。

⚫ 認可法人から毎年度通知される金額を、拠出金として
納付する責任を負う。

① 日本全体の廃止措置の総合的なマネジメント

② 事業者共通の課題への対応
（研究開発、共⽤設備の調達、地域理解の増進等）

③ 資金の確保・管理・支弁

拠出金の納付

※事故炉を除く

JAEA 自治体等

適切な関与・監督
（設立等の認可、解散制限、監督命令等）

￥

原⼦⼒事業者 原⼦⼒事業者

￥￥

⚫ 認可法人が①～③の業務全体に要す
る費⽤を勘案した上で、原子力事業
者ごとに拠出金額を毎年度決定・通知

⚫ 金額は、将来の不確実性も踏まえた
水準としつつ、事業者の経営状況等に
も配慮

※現行の解体引当金残高については、料金政策上の
観点を踏まえ、適当な期間（例えば30年）での分
割拠出を認める

⚫ 認可法人の事業継続が困難になるなど、
不測の事態が生じた場合には、必要な制
度的措置を講じる。

⚫ 法人の形態は、民間発意で設立される一方、
国による適切な関与・監督が及ぶ「認可法人」
とすることが適当。

⚫ 行政コストの増大抑止の観点から、新設では
なく、業務の類似性が高い既存法人の
使⽤済燃料再処理機構の活⽤を検討。

連携

※費用を支弁する際、事業者が実施する解体等の費用が
適正であるか等、認可法人が一定の手続に従い確認
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廃炉の円滑化に向けた取組

⚫ 2020年代半ば以降に原子炉等の解体作業が本格化することが見込まれる中、我が国における着実か
つ効率的な廃炉を実現するため、国及び事業者等の関係者の連携による、廃炉に関する知見・ノウハ
ウの蓄積・共有や資金の着実な手当てを担う主体を創設する。

制度措置のイメージ



最終処分の実現に向けたプロセス加速化

⚫最終処分の実現に向けたプロセスを加速化させるため、これまで以上に国が前面に立った取組を進め

るとともに、原⼦⼒発電環境整備機構（NUMO）・事業者の機能・活動をより一層強化していく。

技術基盤・国際連携の強化

■NUMOにおける技術基盤の強化

■国・NUMOの連携による国際交流・連携強化

具体的な取組例

文献調査の実施地域拡大に向けた国主導の理解活動の強化等

■国とNUMO・事業者の連携による情報提供等の強化

■NUMOと事業者による地域に根ざした理解活動の推進

ー全国知事会・全国町村会・全国原子力発電所所在市町村協議会等の活用

ー情報提供や視察・学習等の支援、国主催の首長勉強会・交流会、経済団体等への段階的な働きかけ

ーシンポジウムの開催、若年層に対する理解促進活動の強化

国主導での国民理解の促進、自治体等への主体的な働きかけを抜本的に強化

NUMO・事業者の長期的かつ着実に取組を進めるための機能・活動の拡充
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⚫ 人材育成・確保支援、部品・素材の供給途絶対策、事業承継支援など、地方経済産業局等と
連携し、サプライチェーン全般に対する支援態勢を構築する。

⚫ 次世代革新炉の開発・建設が進む場合にも、サプライヤが実際に製品調達・ものづくり等の機会
を得るまでには相当程度の期間を要することも踏まえ、関連企業の技術・人材の維持に向け、
海外市場機会の獲得を官民で支援していく。

サプライチェーン強化の枠組み（案） 支援策のイメージ例

サプライチェーンの維持・強化

◼ 産学官の人材育成体制を拡充し、大学・高専と連携したものづくり
現場のスキル習得を進め、原子力サプライヤの講座への参加を支援

① 戦略的な原⼦⼒人材の育成・確保

◼ 地方局との連携も通じ、政府が提供する補助金・税制・金融等の
経営支援ツールの活用を促進

② 部品・素材の供給途絶対策、事業承継

◼ 国内サプライヤの実績や技術的な強みを発信する機会・ツールを
積極的に企画・開発し、日本企業による海外展開を支援

③ 海外PJへの参画支援

原⼦⼒サプライチェーンプラットフォーム（NSCP）

～Nuclear Supply Chain Platform～

人材育成・確保

産業界、教育・研究機関、官公庁等

供給途絶対策・

事業承継

海外PJへの

参画支援

業界団体等関連企業等

321

東北
北海道中国

四国

九州
沖縄

中部

全国地方局との連携

近畿
関東
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革新サプライヤチャレンジ

AP1000
チーム

EPR
チーム

VOYGR
チーム

Natrium
チーム

BWRX300
チーム

高温ガス炉
チーム

MHI 東芝ESS JAEA JAEA・MHI IHI 日立GE

炉型毎のチームを「革新サプライヤコンソーシアム」認定

海外ベンダーへの発信・輸出金融・規格取得支援等を通じ、海外PJへの参画を後押し

1パラ目、語順を入れ替えてます



➢ ウクライナにおける原子力安全・核セキュリティの確
保に向けたIAEAの取組支援

➢ 米国等との連携によるウクライナ及びその周辺国に
対する安全で信頼性の高い原発の導入支援
※ウクライナの15基の既設原発は全てロシア製

➢ 原子力施設の安全確保等に向けた、IAEAを含む
国際社会とのさらなる連携強化

⚫同志国間の国際連携を通じ、強靭な原⼦⼒サプライチェーンの構築など共通の課題に
取り組んでいく。

⚫ウクライナの原⼦⼒施設の安全確保等に向けた支援を始め、同志国及び国際機関と
の連携を通じて世界の原⼦⼒安全・核セキュリティの確保に取り組む。

国際的な共通課題の解決への貢献

【世界の原⼦⼒安全・核セキュリティの確保】

日本による支援に感謝する
IAEAグロッシー事務局長のツイート

（2022年11月17日）

ザポリッジャ原発施設の損傷状況を
確認するIAEA調査団
（2022年9月1日）

【同志国間の国際連携強化】

➢ 2023年に日本が議長国を務めるＧ7気候・エネ
ルギー・環境会合等における連携強化を含む、
同志国との間における国際協⼒の更なる深化

➢ 米英仏等との戦略的連携を活用した、次世代
革新炉の自律的な研究開発の推進

➢ 同志国との間での、信頼性の高い原⼦⼒
サプライチェーンの共同構築に向けた戦略的
パートナーシップ構築

2022年6月のG7エルマウサミットでは、
G７の首脳級として初めて、
声明文に原子力の役割について記載

2022年５月の日米首脳共同
声明や10月の日カナダアクション
プランでは「より強靱な原子力
サプライチェーンの構築」に言及
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